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 0005011ID

令和7年度土地・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

問　財産活用課（〒310-8610、☎232-9135）

申 込み▶3月17日（月）～21日（金）に、申込書に記入し、
郵、 窓で

 0091834ID

一般競争入札で不動産を売却します

物件
番号 種類 所在 地積 最低価格

1 土地 五軒町一丁目81番1 115.69㎡ 960万円

2 土地 千波町1234番53 125㎡ 574万円

3 土地 千波町2427番1外4筆 3571.69㎡ 1億1,200万円

　国民健康保険税の納付方法が4月から特別徴収（年
金からの天引き）となる方に、仮徴収額決定通知書
兼特別徴収決定（変更）通知書を送付します。
　今回通知する仮徴収額は、令和6年度の国民健康
保険税額をもとに、暫定的に計算したものです。す
でに特別徴収により納めている方は、2月の特別徴
収税額と同額を、4月から新たに特別徴収が開始に
なる方は、令和6年度国民健康保険税額の6分の1の
金額を、それぞれ4月、6月、8月に仮徴収します。
　令和7年度の国民健康保険税額の確定（7月中旬に
通知）後、仮徴収した金額を差引き、残りの額を、
10月、12月、翌年2月の3回に分けて天引きします。

※�特別徴収となる方でも、本人の申出により、口座
振替に変更することができます。
※��令和7年度中に、世帯主の年齢が75歳になる世帯
は、特別徴収ではなく普通徴収（納付書での納付）
となり、7月中旬に納税通知書が届きます。

 0072318ID

問　国保年金課（☎232-9526）

仮徴収期間 本徴収期間
4月 6月 8月 10月 12月 2月

�次のいずれかを3回天引き
・�前年度2月の特別徴収額と同額
・�前年度国民健康保険税額の6
分の1

当年度国民健康保険税額
から仮徴収額を差引いた
金額の3分の1を3回天引き

国民健康保険税の仮徴収

ID市ホームページで
簡単に検索できます

問　衛生事業課（☎232-9160）

　水戸地区（常澄・内原地区を除く）のし尿くみ取り
作業には、し尿収集確認伝票が必要です。
　3月からは、令和７年度の確認伝票に変わります
ので、注意してください。2月21日（金）までに確認
伝票が届かない方は、衛生事業課に連絡してくださ
い。くみ取り作業の必要がなくなったときや、届出
の内容を変更するときも、連絡してください。

 0001826ID

問　 水戸地方法務局（☎227-9916）または市民課（☎
239-3246）

　行政のデジタル化推進に向けた基盤整備を図るた
め、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになり
ました。5月26日（月）以降、本籍地の市区町村から
戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知された振り仮名が正しい場合は、その振り仮名
が戸籍に記載されます。

 0087981ID

戸籍に氏名の振り仮名が
記載されます

【土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】
期 間▶4月1日（火）～30日（水）　※土・日曜日、祝日
を除く。4月6日（日）は午前8時30分～午後4時。

対 象▶市内に所在する土地または家屋の固定資産税
の納税者、またはその代理の方　

持 ち物▶本人確認書類　※代理の方は、納税者の委
任状が必要です。

【固定資産課税台帳の閲覧】
期 間▶4月1日（火）から通年　※土・日曜日、祝日を
除く。4月6日（日）は午前8時30分～午後4時。

対象▶次のいずれかを満たす方
①固定資産の所有者
②�借地人・借家人の土地または家屋について、賃借
権その他使用または収益を目的とする権利（対価
が支払われるものに限る）を有する方
③これらの代理の方
持 ち物▶本人確認書類　※借地・借家人の方は、賃
貸借契約書と賃借料の領収書なども必要です。ま
た、代理の方は委任状が必要です。

場所▶資産税課

問　資産税課（☎232-9141）
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【開設時間の延長】
実施日▶毎週水曜日　※祝日を除く。
受 付時間▶午後7時まで　※その他の開庁日は午後5時15分まで。

【日 曜日の開設】
実施日▶3月30日、4月6日
受付時間▶午前8時30分～午後4時

本庁舎の一部窓口で開設時間の延長と日曜日の開設を実施します

問　環境保全課（☎232-9154）

　3月頃から、雑木林や竹林の高いところに、サギ
が繁殖のために集団で巣を作り始めます。
　サギがすみつくと、鳴き声による騒音や、ふん尿
による悪臭などの被害が発生します。
　�雑木林や竹林を管理する方は、枝のせん定など
の手入れを行い巣を作りにくくしたり、音を出して
追い払ったりするなどして対策をお願いします。

 0005663ID

野生のサギ対策にご協力を

　町内会・自治会では、防災訓練の実施、防犯灯の
維持管理、回覧板・広報紙の配布などを行っています。
　加入するときは、　町内会長・自治会長に、加入
したいことを伝えましょう。会長がわからないとき
は、最寄りの市民センターに問合せるか、転入時な
どに配布される加入取次依頼書に必要事項を記入し、
各市民センターに提出してください。

 0004903ID

町内会・自治会に加入しましょう

問　 水戸市住みよいまちづくり推進協議会（☎228-
6781）または市民生活課（☎232-9151）

お知らせ
Information

担当課 主な取扱業務 問合せ

介護保険課

要介護認定者の転入申請受付、
受給資格証明書の発行 ☎232-9147

介護保険資格喪失届の受理、被
保険者証の再交付、介護保険料
の納付　※納付相談を除く。

☎232-9194

こども政策課 児童手当・児童扶養手当の手続 ☎232-9176

幼児保育課

保育所・認定こども園（2号・3号
認定）・家庭的保育事業・小規模
保育事業の利用手続、幼稚園・
認定こども園（1号認定）の入園
案内、保育所利用者負担金など
の納付相談・納付

☎232-9243

母子健康手帳
申請窓口

母子健康手帳、妊産婦・乳児一
般健康診査受診票などの交付 －

収税課

市税の納税相談・納付（対象税
目：個人市民税・個人県民税、法
人市民税、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税（種別割）、国
民健康保険税）

☎232-9145

市民税課 個人市民税・個人県民税の申告
相談 ☎232-9138

担当課 主な取扱業務 問合せ

市民課

戸籍の届出（出生・死亡・婚姻など） ☎239-3246
住民異動届出（転入・転居・転出など）
※�他市区町村などへの確認が必要な
場合を除く。

☎239-3248印鑑登録（印鑑の登録・廃止）
戸籍・住民票・印鑑証明・市税など
の証明書の発行　※広域交付、当日
の戸籍届出に係る証明を除く。
マイナンバーカードの交付（予約制） ☎291-3916

国保年金課

①国民健康保険の加入・脱退等手続 ☎232-9526
②国民健康保険の給付手続

☎232-9166
③医療福祉費助成（マル福）の手続
④国民年金の加入手続 ☎232-9529
⑤�後期高齢者医療の申請受付、保険
料の納付 ☎232-9528

※�①～④のうち、他市区町村、日本年金機構、健康
保険組合、勤務していた会社などに確認を要する
もの、⑤のうち資格確認書などの発行、納付相談
を除く。

障害福祉課 身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳の住所変更 ☎232-9173

 0045855ID 0005612ID
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 0003439ID

入出場可能時間▶午前5時30分～午後11時30分
使 用料▶下表のとおり　※各種障害者手帳所持者や、
生活保護受給者は、使用料の免除を受けることが
できます。

申 込み▶3月1日（土）から、午前7時～午後10時に、
各自転車等駐車場の管理事務所 窓へ

問　 各自転車等駐車場または市生活安全課（☎224-
1113）

区分
定期使用

一時使用
期間 一般 学生

自転車

1か月 3,000円 1,400円 1回あたり
150円
1時間以内
無料

3か月 7,500円 3,500円
6か月 15,000円 7,000円
1年 30,000円 14,000円

原動機付自転車、
小型自動二輪車
排気量125㏄以下

1か月 4,500円 2,100円 1回あたり
200円
1時間以内
無料

3か月 11,250円 5,250円
6か月 22,500円 10,500円
1年 45,000円 21,000円
各自転車等駐車場

・�水戸駅北口地下自転車等駐車場（☎228-3220）
・�水戸駅南口東棟・西棟自転車等駐車場（☎224-5140）
・赤塚駅北口自転車等駐車場（☎255-4108）
・�赤塚駅南口自転車等駐車場（☎252-8381）

4月1日以降の自転車等駐車場
定期使用の申込み

市施設の移転など

【男女平等参画課・男女平等参画センター】
　
　さらなる施策の充実を図るため、4月1日（火）から、
五軒町から市役所4階へ移転します。
問　男女平等参画課（☎226-3161）

 0093721ID

　引越しが多くなる春先の時期は、大変混み合うの
で、お早めにお申込みください。
対 象▶1m×50cm×50cmを超える大きさで、市清
掃工場で処理が可能な家庭ごみ

申 込み▶月～金曜日の午前8時30分～正午、午後1
時～5時に、☎で、粗大ごみ申込み専用コールセ
ンター（☎350-8101）ヘ

粗大ごみの戸別収集は
事前申込みが必要です

 0004737ID

問　ごみ減量課（☎232-9114）問　衛生事業課（☎232-9160）

　水戸地区（常澄・内原地区を除く）のし尿くみ取り
作業には、し尿収集確認伝票が必要です。
　3月からは、令和７年度の確認伝票に変わります
ので、注意してください。2月21日（金）までに確認
伝票が届かない方は、衛生事業課に連絡してくださ
い。くみ取り作業の必要がなくなったときや、届出
の内容を変更するときも、連絡してください。

 0001826ID

問　ごみ減量課（☎232-9114）

　資源物とごみの収集日を確認できる、令和7年度
ごみ収集カレンダー（緑色）を作成しました。収集地
区別に全18種類あります。利用している集積所の
町名に合ったカレンダーを使用してください。
　なお、各カレンダー番号の該当地区は、令和6年
度ごみ収集カレンダー（桃色）と変更ありません。
配 布場所▶全種類…市役所1階、ごみ減量課　近隣
地区分…各出張所、各市民センター、郵便局

 0043794ID

ごみ収集カレンダーを作成しました

【五軒市民センター】
　みと文化交流プラザの改築工事のため、4月14
日（月）から当面の間、市国際交流センター（備前町
6-59）へ移転します。移転期間中は各種証明書発行
業務のみとなりますのでご注意ください。
問　�五軒市民センター（☎226-4156）または市民生

活課（☎232-9151）

 0017584ID

【石川市民センター】
　4月21日（月）から元の場所（石川2-4243）で業務を
再開します。なお、貸室業務は5月から再開します。
問　 石川市民センター（☎252-2989）または市民生

活課（☎232-9151）

 0017596ID

【吉田市民センター】
　5月12日（月）から元の場所（元吉田町1736-5）で業
務を再開します。なお、貸室業務は6月から再開し
ます。
問　 吉田市民センター（☎247-2316）または市民生

活課（☎232-9151）

 0017594ID

HPホームページ　 メール　☎電話　 郵郵送　 窓窓口　 FAXファックス　 共通事項
ID市ホームページで
簡単に検索できます
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運行日▶3月20日（木）

 0040449ID

浜見台霊園無料送迎バスの運行

問　衛生事業課（☎232-9160）

① ② ③ ④
往
路

水戸駅南口発 8：00 9：00 11：10 13：00
赤塚駅南口発 8：30 9：30 11：40 13：30

復
路

浜見台霊園
駐車場南側発 9：50 10：50 13：00 14：50

浜見台霊園3種
5区フェンス側発 9：55 10：55 13：05 14：55

浜見台霊園
特7区ダム側発 10：00 11：00 13：10 15：00

問　廃棄物対策課（☎291-6917）

　製造後30年以上経過した事業用の古い電気機器（変
圧器やコンデンサーなど）の絶縁油は、PCBという
有害物質が含まれている可能性があります。低濃度
PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに処分するこ
とが法律で義務付けられていますので、施設内の古
い電気設備や倉庫等に該当電気機器がないか確認を
お願いします。

 0001654ID

PCB廃棄物は期限内に
確実な処分を

問　福祉総務課（☎232-9169）

　厚生労働省では、戦没者や抑留中死亡者の遺族を
対象に、戦没者への慰霊巡拝を行っています。
対 象▶戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、参加遺
族（子・兄弟姉妹）の配偶者、戦没者の孫、戦没者の
甥・姪　※健康状態が良好で、航空機などによる旅
行や気候風土の異なる地域における旅行ができる方
※�現地の情勢等を踏まえ、実施地域によっては、実
施を見合せるなどの判断を行う場合があります。

 0006013ID

戦没者慰霊巡拝

問　 障害福祉課（☎350-8053）

　重度の障害のある方が、タクシーを利用する際の
料金を一部助成する券を交付します。
対 象▶次のいずれかに該当する方　①自動車税や軽
自動車の減免を受けていない　②在宅　③身体障
害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保
健福祉手帳1・2級を持っている

申 込み▶3月24日（月）から、身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健手帳をお持ちのうえ、窓で

 0005374ID

福祉タクシー助成券を交付します

問　 市民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセン
ター（☎0120-583-300）　※通話料はかかりま
せん。受付は平日の午前9時～午後5時。

給 付対象世帯▶令和6年12月13日時点で水戸市に住
民登録があり、世帯全員が令和6年度分の市民税
等均等割が非課税である世帯の世帯主

支 給額▶1世帯あたり3万円　※18歳以下の対象児童
がいる世帯は、児童1人あたり2万円を追加給付

手続方法▶次のいずれかの方法で手続
①3月上旬までに支給通知書が届く世帯
　原則手続き不要です
②3月下旬までに「確認書」が届く世帯
　�内容を確認し、必要事項を記入して、同封の返信
用封筒で必ず返送してください
③�令和6年1月2日以降に市外から転入した方がいる
世帯、令和6年12月14日～令和7年5月31日に生ま
れた児童などがいる世帯
　�申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類とあわ
せて、 郵、市民税非課税世帯等臨時特別給付金
室（市役所3階）窓へ　※申請書は、同給付金室、
各出張所、各市民センターに3月下旬以降に設置
します。

 0050997ID

エネルギー・食料品等価格高騰対応
支援給付金・子育て世帯加算給付金

お知らせ
Information
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問　農政課（☎232-9181）

　水田農家を対象に、令和7年度経営所得安定対策
の制度に関する説明会を開催します。

 0091787ID

経営所得安定対策説明会

期日 時間 場所

3/11（火） 13：30から 内原市民センター

3/13（木） 18：30から 稲荷第一市民センター

問　動物愛護センター（☎350-3800）

　生後90日を過ぎた犬を飼っている方は、年1回、
狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられて
います。市では、集合注射を4月、5月に実施します。
日程など、詳細は、市ホームページをご覧ください。
持 ち物▶注射済票交付申請書（3月下旬に、日程表と
一緒に郵送予定。新たに犬を飼い始めた方は不要）

料金▶3,500円
申込み▶当日受付

 0002764ID

令和7年度狂犬病予防注射（集合注射）

 0087846ID

優良タクシー乗務員

問　 水戸地方ハイヤー連盟（☎253-1125）または市
観光課（☎232-9189）

　市では、おもてなしや観光案内に優れた乗務員を、
市優良タクシー乗務員として認定しています。今年
度、新たに5名を認定し、83名となりました。
　認定を受けた乗務員は、認定
マグネットシートを車外に掲示
しています。おもてなしの心で
ご案内する優良タクシーをぜひ
ご利用ください。

【今年度認定した乗務員】

氏名 事業所

小野瀬　利雄 アクセス交通タクシー（☎350-3130）

大谷　枝里
観光第一交通（☎0120-531-164）

亀田　春花

関　朗彦 NK観光（☎0120-690-818）

藤田　克明 しらうめ観光タクシー（☎350-3300）

問　 歴史文化財課（☎306-8132）

新たに2つの資料を
市指定文化財に指定しました

指定日▶2月10日
【笠原水道絵図】
　笠原水道の配管
構造・流路を描写
した8枚の絵図です。
　江戸後期から明
治初期にかけての
笠原水道の様相を
伝える、重要な資料です。
所有者▶市上下水道局
所在地▶市上下水道局浄水管理事務所

【薬王院扁
へ ん が く

額】
　元吉田町にある天台宗の寺院であ
る、薬王院に伝来する2点の扁額です。
京都の青

しょうれんいん

蓮院から、天文17（1548）年
に薬王院へ授けられました。
　常陸の天台宗と、中央の青蓮院との
結びつきを物語る、貴重な資料です。
所有者・所在地▶薬王院

 0092024ID
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お知らせ
Information

問　 生涯学習課　（☎306-8692）

問　 生涯学習課（☎306-8692）

　子ども会は、幅広い年齢の子どもたちが、さまざ
まな行事に参加し、成長していく場です。
　地域の子ども会ごとに、特色ある活動を行ってい
るほか、市全体の子ども会が参加する球技大会や郷
土かるた大会なども行います。
　学校とは違う経験ができる子ども会に入会しませ
んか。
申込み▶☎、 窓で　

 0004149ID

子ども会に入りませんか
募集

　市教育委員会の指導のもと、さまざまな団体や市
などの事業の運営補助を行ったり、会員自ら事業の
企画・準備・運営を行ったりしています。
対象▶市内に居住または通学する高校生
年会費▶350円
申 込み▶入会申込書、アレルギー調査票に記入し、
年会費を添えて、 窓へ　※入会申込書、アレル
ギー調査票は、市ホームページで入手できます。

 0003956ID

水戸市サブリーダーズ会会員
募集

試験日▶4月6日（日）～20日（日）の指定する1日
対 象▶一般公募…18歳以上52歳未満の方　技能公
募…18歳以上で53歳未満～55歳未満の方（保有す
る国家免許資格等による）　※令和7年7月15日現在

申 込み▶4月8日（火）までに、 HP、 郵、 窓で
※自衛官候補生は随時受付

 0003426ID

予備自衛官補・自衛官候補生
募集

問　 自衛隊茨城地方協力本部水戸募集案内所（〒310-
0805中央2-7-37狩野ビル4階、☎226-9294）また
は市総務法制課（☎232-9116）

　住宅火災による死者のうち、就寝中の火災など、
逃げ遅れによる死者が多発しているため、住宅用火
災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置
していない方は、必ず設置しましょう。
　また、古くなると火災を感知しなく
なることがあります。定期的に点検し、
設置してから10年が経過している場
合は、本体を交換しましょう。

住宅用火災警報器の設置・交換を

問　 火災予防課（☎221-0119）

 0003558ID

問　衛生事業課（☎232-9160）

　水戸地区（常澄・内原地区を除く）のし尿くみ取り
作業には、し尿収集確認伝票が必要です。
　3月からは、令和７年度の確認伝票に変わります
ので、注意してください。2月21日（金）までに確認
伝票が届かない方は、衛生事業課に連絡してくださ
い。くみ取り作業の必要がなくなったときや、届出
の内容を変更するときも、連絡してください。
問　水道部お客様受付センター（☎231-4111）

　水道を使用開始または中止するときは、申請が必
要です。水道の開栓作業や料金の精算のため、申請
は3日前までに行ってください。
　清掃や解体などの一時使用についても、申請が必
要です。
申込み▶ HP、☎、 窓で

 0002241ID

引越しの際は水道使用開始・
中止の連絡を

問　衛生事業課（☎232-9160）

　水戸地区（常澄・内原地区を除く）のし尿くみ取り
作業には、し尿収集確認伝票が必要です。
　3月からは、令和７年度の確認伝票に変わります
ので、注意してください。2月21日（金）までに確認
伝票が届かない方は、衛生事業課に連絡してくださ
い。くみ取り作業の必要がなくなったときや、届出
の内容を変更するときも、連絡してください。
問　建築指導課（☎232-9210）

　建築基準法の目的や内容の理解を深め、違反建築
物の発生防止や、建築物の安全性の確保などを心が
けましょう。
　また、建築物を建てる際には、建築確認を受ける
だけでなく、中間検査や完了検査を必ず受けましょ
う。建築物を取壊す際も、着工7日前までに、建設
リサイクル法の届出書を忘れずに提出しましょう。

 0048459ID

違反建築物防止のお願い

問　市民生活課（☎232-9151）

 0094191ID

　大工町連合コミュニティーが地
域イベント用太鼓などを整備しま
した。今後も地域住民全体の交流
を進めていきます。

　　　　　地域イベント用太鼓⇨

コミュニティ助成事業の助成金を活用した地区会の活動を紹介します

※�自治総合センター
は、宝くじの社会
貢献広報事業とし
て、コミュニティ
活動を助成してい
ます。

問　 生涯学習課（☎306-8692）
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相 談 窓 口
そのほかの相談窓口は
こちらから▶

相談の名称 内容 期日 時間 場所 問合せ

令和7年度
年金相談

年金の受給資格の確認や保険料など
について、無料で相談に応じます。
※�厚生年金については、年金事務所へ
相談してください。年金事務所への
相談は、電話での事前予約（相談希
望日の前日まで）が必要です。
　予約受付専用電話▶☎0570-05-4890
※�第2土曜日は、年金の請求や受取に
関する相談のみ対応

月～金曜日 8：30～17：15 国保年金課

市国保年金課
（☎232-9529）

火曜日 9：00～16：00 赤塚出張所

毎月第2木曜日 10：00～15：30 常澄出張所

毎月第3木曜日 10：00～15：30 内原出張所

月曜日
（祝日の場合は翌日）9：00～18：00

水戸北年金事務所 水戸北年金事務所�（☎231-2283）
火～金曜日 9：00～16：00
第2土曜日 10：00～15：00

消費生活相談

消費者トラブルなどの相談に専門家が無
料で応じます。期日ごとに、相談でき
る専門家が異なります。
※電話での事前予約が必要です。

【消費生活に役立つラジオ】
LuckyFM茨城放送「消費生活について」
放送日時▶4/17（木）　17：15から

4/2（水）
（司法書士） 13：30～15：30

市役所2階 市消費生活センター
（☎226-4194）

4/15（火）
（精神保健福祉士） 10：00～15：00

4/23（水）
（弁護士） 13：00～15：00

HPホームページ　 メール　☎電話　 郵郵送　 窓窓口　 FAXファックス　 共通事項
ID市ホームページで
簡単に検索できます

【水戸市安全なまちづくり推進委員】
任期▶2年間　定員▶若干名　対象▶市内に居住ま
たは通勤・通学する18歳以上の方
申 込み▶3月5日（水）～26日（水）（当日消印有効）に、
　申込書に記入し、 郵、 窓、 FAXで
問　�生活安全課（〒310-8610、☎224-1113、 FAX 232-

9238）
【水戸市総合教育研究所運営委員会委員】

任期▶1年間　定員▶1名　
対象▶市内に居住または通勤・通学する18歳以上の方
申 込み▶3月7日（金）～4月4日（金）（当日消印有効）に、
申込書に記入し、 郵、 窓、 FAXで

問　 総合教育研究所（〒310-0852笠原町978-5、☎244-
1331、 FAX 244-6708）

【水道モニター】
任期▶委嘱日～令和8年3月31日
定員▶抽選20名
対 象▶市内に居住する20歳以上で、平日の会議に参
加できる方

申 込み▶4月4日（金）までに、 HPで
問　水道総務課（☎231-4115）

※�申請書は、各課または市ホームページで入手でき
ます。

公募委員

【市民農園】
利用期間▶4月1日～令和8年3月15日
申 込み▶☎で、各問合せ先へ

【山根体験農園】
対象▶市内に居住する方　
料金▶年間3,300円（1区画、40㎡）　
申 込み▶4月6日（日）の午前10時～正午に、直接、
山根体験農園へ

問合せ先▶山根体験農園組合松崎方（☎080-1186-1267）

 0003334ID

市民農園を利用してみませんか 

名称 所在地 区画�
面積

料金
（年間） 問合せ先

鯉淵ひろ
びろ農園

鯉淵町
5956-1 33㎡ 10,000円

鯉淵学園農業栄
養専門学校
（☎259-2811）

ゆうきファ
ミリー農園 内原町1493-3 20㎡ 3,000円 安藏（☎259-7752）

堀さくら
農園 堀町709 16㎡ 3,000円 安藏（☎252-0593）

菜々色
ファーム 飯島町1277 24㎡ 4,000円 立原（☎255-0576）

ユタカ農園 田谷町4829-1 16㎡ 3,000円 海老澤（☎239-7362）

問　各問合せ先または市農産振興課（☎259-2212）

募集

 0003125ID

募集

 0042228ID

 0045828ID

 0089842ID
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